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業種毎のＢＭ水準の考え方
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ベンチマーク方式を採用する事業分野等・ベンチマーク指標の考え方

事業分野 基準活動量（案） 事業活動範囲（案）

貨物自動車 輸送トンキロ* 貨物自動車運送事業

国内航空 輸送トンキロ* 国内定期航空運送事業

内航海運 輸送トンキロ* 鋼材及びその原材料等に係る内航海運事業

ベンチマーク方式を採用する事業分野として、貨物自動車、国内航空、内航海運を予定
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■ベンチマーク方式を採用する事業分野等

*輸送トンキロの定義について（省エネ法より）
• 貨物自動車/内航海運：貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量の合計
• 国内航空：航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量の合計

ベンチマーク指標となる排出原単位については、分母（活動量）を輸送トン数×輸送距離、分子（排出
量）を輸送プロセスにおいて発生する排出量とする。

■ベンチマーク指標の考え方

8/27 第１回小委員会資料
一部修正の上再掲

ベンチマーク指標
（排出原単位指標）

＝
輸送の排出量

活動量(輸送トン数×輸送距離)(※)

（※）貨物自動車と内航海運においては、車両・船の種類及び輸送形態の差により生じる、各社の排出削
減努力によらない排出原単位の差を平準化するために、各社の車両・船の種類及び輸送形態を同じ
と仮定するための補正を行う。



割当量の算定方法
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■排出枠の割当量算定式

事業分野 割当量算定式（案）

貨物自動車

事業者Xの排出枠割当量

＝（目指すべき原単位）x Σ(輸送形態𝒊の活動量 x 輸送形態𝒊の補正係数※)

※路線便を基準に、集配便、冷蔵冷凍便に設定

国内航空
事業者Xの排出枠割当量

=（目指すべき原単位） x （基準活動量）

内航海運

事業者Xの排出枠割当量

=（目指すべき原単位）x Σ(船の種類𝒊の活動量 x 船の種類𝒊の補正係数※)

※一般貨物船を基準に、RORO船、ケミカルタンカーに設定
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